
　令和５年度　財務情報

　１　財産目録 （P.1)

　２　監事の監査報告書 （P.2)

　３　財務計算書類 （P.3～32)

　４　学校法人会計について （P.33～67)

　財務情報



法人全体
　 　　（令和６年３月３１日現在）

9,757,791,111 円

5,891,399,573 円

3,866,391,538 円

1,584,093,971 円

8,173,697,140 円

１　　資　産 （１）基　本　財　産 ｲ 土 地 140,155.18 ㎡ 930,618,646 円

ﾛ 建 物 3,912,699,475 円

ﾊ 構 築 物 188,847,883 円

ﾆ 教 育 研 究 用 機 器 備 品 381,396,675 円

ﾎ 管 理 用 機 器 備 品 16,927,021 円

ﾍ 図 書 448,996,880 円

ﾄ 車 両 11,912,993 円

ﾁ 建 設 仮 勘 定 0 円

計 5,891,399,573 円

（２）運　用　財　産 ｲ 現 金 預 金 899,789,791 円

ﾛ 第２号基本金引当特定資産 0 円

ﾊ 退職給与引当特定資産 611,000,000 円

ニ 教育充実引当特定資産 150,000,000 円

ﾎ 減価償却引当特定資産 2,053,000,000 円

ﾍ 未 収 入 金 143,815,051 円

ﾄ 貯 蔵 品 1,496,086 円

ﾁ 有 価 証 券 0 円

ﾘ 前 払 金 1,420,013 円

ﾇ 立 替 金 886,899 円

ﾙ 電 話 加 入 権 3,891,551 円

ｦ ソ フ ト ウ ェ ア 28,110 円

ﾜ 差 入 保 証 金 1,064,037 円

　 計 3,866,391,538 円

資　　産　　合　　計 9,757,791,111 円

２　　負　債 （１）固　定　負　債 長 期 借 入 金 80,000,000 円

長 期 未 払 金 47,861,550 円

退 職 給 与 引 当 金 716,315,834 円

計 844,177,384 円

（２）流　動　負　債 短 期 借 入 金 40,000,000 円

未 払 金 254,634,753 円

前 受 金 418,787,000 円

預 り 金 26,494,834 円

計 739,916,587 円

負　　債　　合　　計 1,584,093,971 円

上記は、令和６年３月３１日における当法人の財産目録である。

高知市北端町１００番地

　 学校法人　高知学園

　　　理事長　　髙瀨　久志

　　　　　財　　　産　　　目　　　録　　　　　　　　　

１　資　産　総　額

　　（１）基本財産

　　（２）運用財産

２　負　債　総　額

３　正　味　資　産
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４ 学校法人会計について  

学校法人・・・教育研究活動を事業の目的とし、極めて公共性の高い経営体 

  企  業・・・利益を追求することを目的とし、営利目的の経済活動を行う組織 
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学校法人会計基準の改正について 

１ 昭和４６年に制定されて以来、広く我が国の学校法人の会計実

務において定着してきたが、近年における社会・経済状況の大

きな変化、すなわち、少子高齢化による人口の減少、大学改革

に対する要請、地域や産業界との関係の変化等、学校法人を取

り巻く経営環境の急速な変化などを受けて、公教育を担う学校

法人の経営状態を社会にわかりやすく説明する仕組みが従来以

上に求められるようになった。 

２ このような要請に応えるため、文部科学省は平成２５年４月２ 

  ２日に学校法人会計基準の一部を改正する省令を公布し、平成 

２７年度以後の会計年度に係る会計処理および計算書類の作成 

から改正基準が適用されることになった。 

３ 収支状況について、経常的な収支と臨時的な収支が区分できるよ 

うにし、新たに活動区分ごとに資金の流れがわかる活動区分資金 

収支計算書を作成すること等の改正が行われることになった。 
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学校法人会計の特徴 

学校法人は教育研究活動を遂行することを目的とする非営利法人であ 

り、一般事業会社とは異なり、利益を得ることを主目的とはしていない。 

この学校法人の目的が学校法人会計の特徴に反映されている。 

① 収支計算が重要視されること 

学校法人会計では、集められた資金が教育研究活動にどれだけ効果的に

投下されたかを把握し、その結果支払資金の保有状況がどのようになっ

たかが重要視される。 

    また、学校法人の継続性の観点より、収支は長期的に均衡していること

が適当であり、その均衡状況の確保が重要視される。 

② 一取引二仕訳 

通常１つの取引事象があった場合、企業会計では１つの取引仕訳で処理

されるが、学校法人会計では、２つの取引仕訳が必要になる。これは、

両者が作成する計算書類の違いによるもので、企業会計では損益計算書

を作成する一方、学校会計では資金収支計算書と事業活動収支計算書の

２つの収支計算書の作成が義務づけられているためである。 

したがって、学校法人会計では事業活動収支計算と財産計算を行うため 

の取引仕訳は企業会計と同様に行うが、加えて、資金収支計算をするた 

めの取引仕訳が必要になるため一取引二仕訳となる。 

③ 予算主義 

学校法人において、資金の支出管理は一般事業会社以上に重要と位置づ

け 

られている。収入の大半を占める学生生徒等納付金や補助金の総額は年 

度当初にほぼ確定されており、支出をコントロールすることにより資金 

ショートのリスクを回避することを目的として、厳格な予算統制が行わ 

れている。 

つまり、学校法人の会計の基盤は資金収支会計が中心であり、支出が予 

算に従って適切に執行されることが特に重要視されているといえる。    
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学校法人会計と企業会計との主な相違点 

 学校法人会計 企業会計 

目的 教育・研究活動 

非営利 

経済活動 

営利 

会計の基準 学校法人会計基準 企業会計原則 

原則 収支均衡 

予算主義 

経営成績 

収益状態 

基本財産 基本金 

（自己が所有する財産） 

資本金※ 

（株主出資） 

※企業会計における資本金との違い 

 株式会社の場合には株式の発行を通じて払い込まれた資

産は資本金として確保され、株式は企業に対する持分を示

す。一方、学校法人には出資の持分という概念はなく、持分

によって学校法人を支配することはできず、資金の出し手で

ある寄付者にはいかなる財産も帰属しない。このように、基

本金は出資された財産を示すのではなく、学校法人が将来に

わたって保持すると決めた資産に相当する額を示している。

利益の取扱い なし（収支均衡を原則） 株主配当 

主な報告書類 

（学校法人会計基準改正後）

資金収支計算書 

（活動区分資金収支計算書） 

キャッシュ・フロー計算書 

消費収支計算書 

（事業活動収支計算書） 

損益計算書 

貸借対照表 貸借対照表 

 企業会計は、主として収益と費用を正しくとらえて、営業年度の正しい損益を計算し、 

併せて企業の財政状態、すなわち資産、負債及び資本の状態を知ることによって、より収 

益性を高め、財政的安全性を図ることを目的としている。 

 学校法人会計は、教育研究活動を目的とし、その経費の多くは学生生徒等の納付金、国 

民の税金を原資とした補助金、善意の人々からの寄附金等によって賄われ、しかも、税制 

上の優遇措置を受けている極めて公共性が高い法人であり、収益の獲得を目的とすること 

はできない。したがって、学校法人の会計には、損益の計算という目的はなく、一般の企 

業に比べてより一層の永続性が望まれる。 

 以上のことから、学校法人会計の第１の目的は、収支の均衡の状況と財政の状態を正し 

くとらえ、法人の永続的発展に役立てようとすることにある。 
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（注） 学校法人会計基準の改正により、平成 27 年度から以下のとおり変更 

１ 資金収支計算書は、新たに活動区分資金収支計算書を附属表として新設 

２ 消費収支計算書は、事業活動収支計算書に名称変更され、大幅に書式変更 
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（注）以下の「活動区分資金収支計算書」は平成 27 年度決算から作成 

●全体として見れば企業でいうキャッシュフロー計算書に類似 

     ●三つの活動区分に分けることにより、学校法人の資金体質が分かる 
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（注）以下の「事業活動収支計算書」は平成 27 年度決算から作成 
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（別表第１） 

勘定科目一覧表 
（１）資金収支計算書科目 

収入の部 

大 科 目 小 科 目 科 目 別 処 理 事 項 

学生生徒等納付金収入 学則に定められている納付金をいう。 

授 業 料 収 入 聴講料、科目履修費を含む。 

入 学 金 収 入 入学試験合格者より入学手続時に徴収す

る収入をいう。 

実 験 実 習 料 収 入 実験実習の費用として徴収する収入をい

う。教員資格その他の資格を取得するた

めの実習料を含む。 

施 設 設 備資 金収 入 施設設備の拡充等のために徴収する収入

をいう。 

図 書 費 収 入 図書の充実、維持等のために徴収する収

入をいう。 

協 力 費 収 入 建築協力金として徴収する収入をいう。 

休 学 在 籍 料 収 入 休学を認められた大学、専門職大学及び

短期大学の学生から徴収する収入をい

う。 

施設等利用給付費収

入 

幼稚園及び認可外保育所の無償化による

施設等利用費の法定代理受領額をいう。 

手 数 料 収 入 入 学 検 定 料 収 入 入学試験のために徴収する収入をいう。 

試 験 料 収 入 追再試験等のために徴収する収入をい

う。 

証 明 手 数 料 収 入 在学証明、成績証明、卒業証明等の証明

のために徴収する収入をいう。 

寄 付 金 収 入 特 別 寄 付 金 収 入 用途指定のある寄付金をいう。 

一 般 寄 付 金 収 入 用途指定のない寄付金をいう。 

補 助 金 収 入 国 庫 補 助 金 収 入 国又は日本私立学校振興・共済事業団（以

下「私学事業団」という。）から交付され

る補助金等をいう。 

県 費 補 助 金 収 入 県から交付される運営費補助金等をい

う。 

○ ○ ○ 市 町 村 費

補 助 金 収 入

市町村から交付される補助金等をいう。 

若手・女性研究者奨

励 金 収 入

私学事業団から交付される若手・女性研

究者の奨励金をいう。 

資 産 売 却 収 入 不 動 産 売 却 収 入 土地の売却による収入をいう。 

施 設 売 却 収 入 建物等の売却による収入をいう。 

設 備 売 却 収 入 機器備品等の売却による収入をいう。 

有 価 証 券売 却収 入 国債、地方債の売却による収入をいう。 

そ の 他 の 資 産

売 却 収 入

車両、機器備品等の売却による収入をい

う。 

付随事業・収益事業収入 補 助 活 動 収 入 教育活動に付随する活動に係る事業の収

入をいう。（寮会計は、純額表示を原則と

する。） 

公 開 講 座 収 入 公開講座の開講による収入をいう。 
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免許状更新 講習料

収 入

教員免許状更新講習による収入をいう。 

保 育 料 収 入 認可外保育所による保育料収入をいう。 

習 い 事 受講 料収 入 習い事教室の開講による収入をいう。 

学 童 保 育 料 収 入 学童保育の開講による収入をいう。 

硬筆・造形教室等受

講料収入 

硬筆・造形教室等の開講による収入をい

う。 

預 か り 保育 料収 入 預かり保育の開講による収入をいう。 

施設等利用給付費収

入 

幼稚園及び認可外保育所の無償化による

預かり保育料等の法定代理受領額をい

う。 

受取利息・配当金収入 その他の受取利息・

配 当 金 収 入

預金等の利息をいう。 

雑 収 入 施設設備利用料収入、廃品売却収入その

他学校法人の負債とならない上記の各収

入以外の収入をいう。 

施設設備利用料収入 所有する有形固定資産の賃貸による収入

をいう。（校舎、設備、グラウンド、売店、

食堂等使用料及び地代等） 

私 立 大 学 退 職 金

財 団 交 付 金 収 入

私立大学退職金財団から退職資金として

交付を受けるときの収入をいう。 

私 学 退 職 金 社 団

交 付 金 収 入

私学退職金社団から退職資金として交付

を受けるときの収入をいう。 

廃 品 売 却 収 入 消耗品等を売却するときの収入をいう。 

就学支援金事務委託

料 収 入 

就学支援金の事務委託に係る収入をい

う。 

そ の 他 の 雑 収 入 委託業者からの販売手数料等をいう。 

過 年 度 修 正 収 入 前年度以前に計上した収入又は支出の修

正額で当年度の収入となるものをいう。 

借 入 金 等 収 入 長 期 借 入 金 収 入 その期限が貸借対照表日後１年を超えて

到来するものをいう。 

短 期 借 入 金 収 入 その期限が貸借対照表日後１年以内に到

来するものをいう。 

前 受 金 収 入  翌年度入学の学生、生徒等に係る学生生

徒等納付金収入その他の前受金収入をい

う。 

授 業 料 前受 金収 入

入学 金 前受 金収 入

実験実習料前受金収入 

施設設備資金前受金収入 

図 書 費 前受 金収 入

協力 費 前受 金収 入

○○○前受 金収入 上記以外の前受による収入をいう。 

そ の 他 の 収 入 上記の各収入以外の収入をいう。 

第２号基本金引当特

定資産取崩収入

第２号基本金の取崩額をいう。 

退職給与引当特定資

産取崩収入

退職金支払資金のための取崩額をいう。 
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減価償却引当特定資

産取崩収入

減価償却資産再取得資金のための取崩額

をいう。 

教育充実引当特定資

産取崩収入

将来の経営に備える資金のための取崩額

をいう。 

前期 末未 収入 金 収入 前会計年度末における未収入金の当該会

計年度における収入をいう。 

立 替 金 回 収 収 入 私学事業団の貸付金等の立替金の受入を

いう。 

預 り 金 受 入 収 入 所得税、住民税等の預り金をいう。（純額

表示を原則とする。） 

差入保証金受入収入 敷金等の解約による収入をいう。 

資 金 収 入 調 整 勘 定 期 末 未 収 入 金 学生生徒等納付金、補助金等の貸借対照

表日における未収額をいう。 

前 期 末 前 受 金 前会計年度末における前受金の当該会計

年度への振替額をいう。 

前 年 度 繰 越 支 払 資 金  前年度より繰越された現金及び随時随意

に引き出しうる預貯金をいう。 

支出の部

人 件 費 支 出 教 員 人 件 費 支 出 教員（学長、校長又は園長を含む。以

下同じ。）に支給する本俸、期末手当及

びその他の手当並びに所定福利費をい

う。 

職 員 人 件 費 支 出 教員以外の職員に支給する本俸、期末

手当及びその他の手当並びに所定福利

費をいう。 

役 員 報 酬 支 出 役員に支払う報酬をいう。 

退 職 金 支 出 退職者に支払う退職手当をいう。 

教 育 研 究 経 費 支 出  教育研究のために支出する経費（学生、

生徒等を募集するために支出する経費

を除く。）をいう。 

消 耗 品 費 支 出 物品（文房具、ＯＡ関係消耗品、印刷

関係消耗品、教材用消耗品等）を購入

するときの費用をいう。 

光 熱 水 費 支 出 電気料金、水道料金、ガス料金、白灯

油代、重油代等をいう。 

旅 費 交 通 費 支 出 出張に係る費用（宿泊費、日当、タク

シー代を含む。）をいう。 

奨 学 費 支 出 支給又は減免した奨学金をいう。（貸与

した奨学金を除く。） 

通 信 運 搬 費 支 出 郵便料、電話料、電報料、物品の運搬

料等をいう。 

印 刷 製 本 費 支 出 教材等の印刷及び製本のための支出を

いう。（封筒、便せん、入試問題、学生

生徒等名簿、研究紀要等） 

新 聞 雑 誌 費 支 出 新聞、雑誌、書籍（図書に該当しない

もの）等を購入するときの費用をいう。

- 52 -



福 利 費 支 出 学生、生徒等の日本スポーツ振興セン

ター共済掛金、健康診断料及び保健衛

生用消耗品に係る費用をいう。 

修 繕 費 支 出 施設設備等の修繕のための役務を伴う

費用、建物等の取壊し費用、機器備品

等の処分費用をいう。 

賃 借 料 支 出 施設設備等の借用料をいう。（借地料、

家賃、備品リース料、施設設備借用料

等） 

損 害 保 険 料 支 出 火災保険、自動車保険、旅行保険等の

保険料をいう。 

広 報 費 支 出 広告宣伝費等をいう。 

衛 生 清 掃 費 支 出 校舎及び貯水槽等の清掃、塵収集、樹

木の伐採等に係る費用をいう。 

公 租 公 課 支 出 収入印紙、租税その他の賦課金をいう。

諸 会 費 支 出 加盟団体等に対する会費等をいう。（加

盟参加費、所定分担金、協会費、学会

費、所属団体費等） 

報 酬 ･委 託 ･手 数 料

支 出

報酬､料金（講演料、医師の検診料、浄

化槽・火災報知器・複写機・冷暖房機

器等施設設備の保守料等）及び手数料

等をいう。 

生徒活動補助金支出 生徒会、クラブ活動等の自主的な活動

に対する補助金をいう。

実 習 謝 礼 支 出 学外実習に対する謝礼金（品）をいう。

雑 費 支 出 前記のいずれの科目にも該当しない経

費をいう。

管 理 経 費 支 出 教育研究経費以外に支出する経費をい

う。

消 耗 品 費 支 出 物品（文房具、ＯＡ関係消耗品、印刷

関係消耗品等）の購入に係る費用をい

う。 

光 熱 水 費 支 出 電気料金、水道料金、ガス料金、白灯

油代、重油代等をいう。 

旅 費 交 通 費 支 出 出張に係る費用（宿泊費・日当・タク

シー代を含む。）をいう。 

通 信 運 搬 費 支 出 郵便料、電話料、電報料、物品の運搬

料等をいう。 

印 刷 製 本 費 支 出 事務用及び募集用書類の印刷（制作費

を含む。）又は製本に係る費用をいう。

（封筒、便せん、入学案内、各種帳票、

予算書、決算書等） 

新 聞 雑 誌 費 支 出 新聞、雑誌、書籍（図書に該当しない

もの）等を購入するときの費用をいう。

福 利 費 支 出 教職員に係る健康診断料及び福利厚生

費等をいう。（所定福利費を除く。）
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修 繕 費 支 出 施設設備等の修繕のための役務を伴う

費用、建物等の取壊し費用、機器備品

等の処分費用をいう。 

賃 借 料 支 出 施設設備等の借用料をいう。（借地料、

備品等リース料、施設設備借用料等） 

損 害 保 険 料 支 出 火災保険、自動車保険等の保険料をい

う。 

広 報 費 支 出 学生生徒等の募集等に要する広告宣伝

費、広報用品代等をいう。 

衛 生 清 掃 費 支 出 校舎及び貯水槽等の清掃、塵収集、樹

木の伐採等に係る費用をいう。 

公 租 公 課 支 出 収入印紙、租税その他の賦課金をいう。

会 議 費 支 出 理事会等の会議に伴う茶菓子代、食事

代等をいう。 

諸 会 費 支 出 加盟団体等に対する会費等をいう。（加

盟参加費、所定分担金、協会費、所属

団体費等） 

報 酬 ･委 託 ･手 数 料

支 出

報酬（公認会計士、弁護士等への報酬

を含む。）、料金（講演料、医師の健診

料及び浄化槽・火災報知器・複写機・

冷暖房機器等施設設備の保守料等）及

び手数料等をいう。 

補 助 活 動 支 出 教育活動に付随する事業に係る支出を

いう。（寮会計は、純額表示を原則とす

る。） 

雑 費 支 出 前記のいずれの科目にも該当しない経

費をいう。 

過 年 度 修 正 支 出 前年度以前に計上した収入又は支出の

修正額で当年度の支出となるものをい

う。

○○○補助金返還金

支 出

前年度以前に一旦確定し交付された補

助金の一部を当年度に返還する場合の

支出をいう。

借 入 金 等 利 息 支 出 借 入 金 利 息 支 出 借入金等に係る利息等をいう。 

借 入 金 等 返 済 支 出 借 入 金 返 済 支 出 借入金等の返済による支出をいう。

施 設 関 係 支 出  年度末に固定資産へ振替処理を行う。

土 地 支 出 土地取得に係る支出（取得費、仲介手

数料、測量費、造成費等を含む。）をい

う。 

建 物 支 出 建物取得に係る支出（建物に付属する

電気、給排水、暖房等の設備のための

支出を含む。）をいう。 

構 築 物 支 出 屋外プール、競技場、庭園等の土木設

備又は工作物のための支出をいう。 

建 設 仮 勘 定 支 出 建物及び構築物等が完成するまでの支

出をいう。 
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設 備 関 係 支 出  年度末に固定資産へ振替処理を行う。 

教育 研究 用機 器 備品

支出

教育研究用の機器備品（少額重要資産

を含む。）でその価額が一定金額以上の

ものの取得のための支出をいう。 

管 理 用 機 器 備 品

支 出

教育研究以外の機器備品でその価額が

一定金額以上のものの取得のための支

出をいう。 

図 書 支 出 書籍、ＤＶＤ等の出版物で、一定期間

以上にわたって使用又は保存するもの

の取得のための支出をいう。 

車 両 支 出 スクールバス、バイク、乗用車等の取

得のための支出をいう。（税金費用、自

賠責保険料を除く。） 

ソ フ ト ウ ェ ア 支 出 一式の価格が 10 万円以上で、将来の収

入獲得又は経費削減が確実なものの取

得のための支出をいう。 

電 話 加 入 権 支 出 加入料、電話設備負担金等をいう。

資 産 運 用 支 出  年度末に固定資産へ振替処理を行う。 

有 価 証 券 購 入 支 出 有価証券の購入額をいう。 

第２号基本金引当特定

資 産 繰 入 支 出

第２号基本金のための繰入額をいう。 

退職給与引当特定資産

繰 入 支 出

退職金支払資金のための繰入額をい

う。 

減価償却引当特定資

産 繰 入 支 出

減価償却資産再取得資金のための繰入

額をいう。 

教育充実引当特定資

産 繰 入 支 出

将来の経営に備える資金のための繰入

額をいう。

そ の 他 の 支 出 前期末未払金支払支

出
前期末未払金の当期支払額をいう。 

預 り 金 支 払 支 出 前期末預り金の当期支払額をいう。 

前 払 金 支 払 支 出 翌年度以降に支払期日の到来するもの

の当期支払額をいう。 

立 替 金 支 払 支 出 私学事業団の貸付金等の支払額をい

う。 

差入保証金支払支出 敷金等の契約による支払額をいう。 

[ 予 備 費 ]

資 金 支 出 調 整 勘 定 期 末 未 払 金 当期末未払額をいう。 

前 期 末 前 払 金 前会計年度末における前払金の当該会

計年度への振替額をいう。 

翌 年 度 繰 越 支 払 資 金  次年度への繰越現金及び随時随意に引

き出しうる預貯金をいう。 
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（２）人件費支出内訳表科目

大 科 目  小 科 目 科目別処理事項 

人 件 費 支 出 教 員 人 件 費 教員（学長、校長又は園長を含む。以

下この表において同じ。）に支給する

本俸、期末手当及びその他の手当並び

に所定福利費をいう。 

   本 務 教 員

本 務 教 員 本 俸 教員に支給する本俸をいう。 

期 末 手 当 教員に支給する期末手当をいう。 

そ の 他 の 手 当 教員に支給するその他の手当をいう。

所 定 福 利 費 教員に係る共済事業団掛金負担金、雇

用保険負担金、労災保険負担金、私学

退職金社団負担金等をいう。 

私立大学退職金

財団負担金 

教員に係る私立大学退職金財団負担

金をいう。（登録料を含む。） 

   兼 務 教 員 非常勤教員に支給する講義手当等を

いう。（通勤費を含む。） 

職 員 人 件 費 職員（教員を除く。以下この表におい

て同じ。）に支給する本俸、期末手当

及びその他の手当並びに所定福利費

をいう。 

 本 務 職 員

本 務 職 員 本 俸 職員に支給する本俸をいう。 

期 末 手 当 職員に支給する期末手当をいう。 

そ の 他 の 手 当 職員に支給するその他の手当をいう。

所 定 福 利 費 職員に係る共済事業団掛金負担金、雇

用保険負担金、労災保険負担金、私学

退職金社団負担金等をいう。

私立大学退職金

財団負担金 

職員に係る私立大学退職金財団負担

金をいう。（登録料を含む。） 

   兼 務 職 員 臨時職員等に支給う報酬又は給与を

いう。（通勤費を含む。） 

役 員 報 酬

   役 員 報 酬 役員に支払う報酬をいう。 

退 職 金

教      員 教員に支払う退職金をいう。 

職       員 職員に支払う退職金をいう。 

役 員 役員に支払う退職金をいう。 
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（３）事業活動収支計算書科目 

教育活動収支

収入の部 

大  科  目 小  科  目 科 目 別 処 理 事 項 

学 生 生 徒 等 納 付 金  学則に定められている納付金をいう。 

授 業 料 聴講料、科目履修費を含む。 

入 学 金 入学試験合格者より入学手続時に徴収す

る収入をいう。 

実 験 実 習 料 実験実習の費用として徴収する収入をい

う。教員資格その他の資格を取得するため

の実習料を含む。 

施 設 設 備 資 金 施設設備の拡充等のために徴収する収入

をいう。 

図 書 費 図書の充実、維持等のために徴収する収入

をいう。 

協 力 費 建築協力金として徴収する収入をいう。 

休 学 在 籍 料 休学を認められた大学、専門職大学及び短

期大学の学生から徴収する収入をいう。 

施設等利用給付費 幼稚園及び認可外保育所の無償化による

施設等利用費の法定代理受領額をいう。 

手 数 料 入 学 検 定 料 入学試験のために徴収する収入をいう。 

試 験 料 追再試験等のために徴収する収入をいう。

証 明 手 数 料 在学証明、成績証明、卒業証明等の証明の

ために徴収する収入をいう。 

寄 付 金 特 別 寄 付 金 施設設備寄付金以外の寄付金をいう。 

一 般 寄 付 金 用途指定のない寄付金をいう。 

現 物 寄 付 施設設備以外の現物資産等の受贈額をい

う。 

経 常 費 等 補 助 金  施設設備補助金以外の補助金をいう。 

国 庫 補 助 金 国又は私学事業団から交付される補助金

等をいう。 

県 費 補 助 金 県から交付される運営費補助金等をいう。

○ ○ ○ 市 町 村 費

補 助 金

市町村から交付される補助金等をいう。 

付 随 事 業 収 入 補 助 活 動 収 入 教育活動に付随する活動に係る事業の収

入をいう。（寮会計は、純額表示を原則と

する。） 

公 開 講 座 収 入 公開講座の開講による収入をいう。 

免許状更新講習料

収 入

教員免許状更新講習による収入をいう。 

保 育 料 収 入 認可外保育所による保育料収入をいう。 

習い事受講料収入 習い事教室の開講による収入をいう。 

学 童 保 育 料 収 入 学童保育の開講による収入をいう。 

硬筆・造形教室等

受 講 料 収 入

硬筆・造形教室等の開講による収入をい

う。 
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預かり保育料収入 預かり保育の開講による収入をいう。 

施設等利用給付費

収入 

幼稚園及び認可外保育所の無償化による

預かり保育料等の法定代理受領額をいう。

雑 収 入  施設設備利用料、廃品売却収入その他学校

法人の負債とならない上記の各収入以外

の収入をいう。 

施 設 設 備 利 用 料 所有する有形固定資産の賃貸による収入

をいう。（校舎、設備、グラウンド等使用

料及び地代等） 

私 立 大 学 退 職 金

財 団 交 付 金

私立大学退職金財団から退職資金として

交付を受けるときの収入をいう。 

廃 品 売 却 収 入 消耗品等を売却するときの収入をいう。 

徴収不能引当金戻

入 額

徴収不能引当金の戻入額をいう。 

退職給与引当金戻

入 額

退職給与引当金の戻入額をいう。 

就学支援金事務委

託 料

就学支援金の事務委託に係る収入をいう。

そ の 他 の 雑 収 入 委託業者からの販売手数料等をいう。 

過 年 度 修 正 収 入 前年度以前に計上した収入又は支出の修

正額で当年度の収入となるものをいう。 

支出の部

人 件 費 教 員 人 件 費 教員（学長、校長又は園長を含む。）に支給

する本俸、期末手当、及びその他の手当並

びに所定福利費をいう。 

職 員 人 件 費 教員以外の職員に支給する本俸、期末手当

及びその他の手当並びに所定福利費をい

う。 

役 員 報 酬 役員に支払う報酬をいう。 

退 職 給 与 引 当 金

繰 入 額

退職金支給規程に基づき設定する退職給与

引当金の当年度繰入額をいう。 

退 職 金 退職給与引当金を超えて支給した額をい

う。短期大学においては私立大学退職金財

団からの交付金額をいう。 

教 育 研 究 経 費  教育研究のために支出する経費（学生、生

徒等を募集するための経費を除く。）をい

う。 

消 耗 品 費 物品（文房具、ＯＡ関係消耗品、印刷関係

消耗品、教材用消耗品等）の購入に係る費

用をいう。 

光 熱 水 費 電気料金、水道料金、ガス料金、白灯油代、

重油代等をいう。 

旅 費 交 通 費 出張に係る費用（宿泊費、日当、タクシー

代を含む。）をいう。 

奨 学 費 支給又は減免した奨学金をいう。（貸与した

奨学金を除く。） 
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通 信 運 搬 費 郵便料、電話料、電報料、物品の運搬料等

をいう。 

印 刷 製 本 費 教材等の印刷及び製本のための支出をい

う。（封筒、便せん、入試問題、学生生徒等

名簿、研究紀要等） 

新 聞 雑 誌 費 新聞、雑誌、書籍（図書に該当しないもの）

等を購入するときの支出をいう。 

福 利 費 学生生徒等の日本スポーツ振興センター共

済掛金、健康診断費及び保健衛生用消耗品

に係る費用をいう。 

修 繕 費 施設設備等の修繕のための役務を伴う費

用、建物等の取壊し費用、機器備品等の処

分費用をいう。 

賃 借 料 施設設備等の借用料をいう。（借地料、家賃、

備品リース料、施設設備借用料等） 

損 害 保 険 料 火災保険、自動車保険、旅行保険等の保険

料をいう。 

広 報 費 広告宣伝費等をいう。 

衛 生 清 掃 費 校舎及び貯水槽等の清掃、塵収集、樹木の

伐採等に係る費用をいう。 

公 租 公 課 収入印紙、租税その他の賦課金をいう。 

諸 会 費 加盟団体等に対する会費等をいう。（加盟参

加費、所定分担金、協会費、学会費、所属

団体費等） 

報酬･委託･手数料 報酬､料金（講演料、医師の検診料、浄化槽・

火災報知器・複写機・冷暖房機器等施設設

備の保守料等）及び手数料をいう。 

生 徒 活 動 補 助 金 生徒会、クラブ活動等の自主的な活動に対

する補助金をいう。 

実 習 謝 礼 学外実習に対する謝礼金（品）をいう。 
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減 価 償 却 額 １．教育研究用減価償却資産に係る当該会

計年度分の減価償却額をいう。 

２．償却方法は定額法とする。 

３．図書については、減価償却を行わない。

４．機器備品については、次のとおり減価

償却を行う。 

ｲ）買入年度の翌年度よりの償却とする。

ﾛ）残存価格は、１点につき 100 円とする。

（例）10 年償却資産で買入年度 10 件

15 点とした場合 

          15,550,000 円

  翌年度償却額      1,555,000 円

 残存価額         －   1,500 円

  最終年度償却額      1,553,500 円

５．建物、構築物及び車両並びにリース資

産については、取得会計年度から期間対

応分を償却する。 

６．減価償却額の１円未満は切捨てとする。

７．この規程の施行日以前に購入し、償却

するものは、従前の償却率を適用する。 

雑 費 前記のいずれの科目にも該当しない経費を

いう。 

管 理 経 費  教育研究経費以外に支出する経費をいう。 

消 耗 品 費 物品（文房具、ＯＡ関係消耗品、印刷関係

消耗品等）の購入に係る費用をいう。 

光 熱 水 費 電気料金、水道料金、ガス料金、白灯油代、

重油代等をいう。 

旅 費 交 通 費 出張に係る費用をいう。（宿泊費、日当、タ

クシー代を含む。） 

通 信 運 搬 費 郵便料、電話料、電報料、物品の運搬料等

をいう。 

印 刷 製 本 費 事務用及び募集用書類の印刷（制作費を含

む。）及び製本に係る費用をいう。（封筒、

便せん、各種帳票、予算書、決算書等） 

新 聞 雑 誌 費 新聞、雑誌､書籍（図書に該当しないもの）

等を購入する時の費用をいう。 

福 利 費 教職員に係る健康診断料及び福利厚生費等

をいう。（所定福利費を除く。） 

修 繕 費 施設設備等の修繕のための役務を伴う費

用、建物等の取壊し費用、機器備品等の処

分費用をいう。 

賃 借 料 施設設備等の借用料をいう。（借地料、備品

等リース料、駐車場借用料等） 

損 害 保 険 料 火災保険、自動車保険等の保険料をいう。 

広 報 費 学生生徒等の募集等に要する広告宣伝費、

広報用品代等をいう。 

衛 生 清 掃 費 校舎等の清掃、塵収集、樹木の伐採等に係

る費用をいう。 
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公 租 公 課 収入印紙、租税その他の賦課金をいう。 

会 議 費 理事会等の会議に伴う茶菓子代、食事代等

をいう。 

諸 会 費 加盟団体等に対する会費等をいう。（加盟参

加費、所定分担金、協会費、所属団体費等）

報酬･委託･手数料 報酬（公認会計士、弁護士等への報酬を含

む。）、料金（講演料、医師の検診料及び浄

化槽・火災報知器・複写機・冷暖房機器等

施設設備の保守料等）及び手数料等をいう。

補 助 活 動 事 業 教育活動に付随する事業に係る支出をい

う。（寮会計は、純額表示を原則とする。） 

減 価 償 却 額 教育研究用資産以外に係る当該会計年度分

の減価償却額をいう。 

雑 費 前記のいずれの科目にも該当しない経費を

いう。 

徴 収 不 能 額 等 徴収不能引当金繰入額 金銭債券のうち、その回収不能額を見積も

って引当金を設ける場合に計上する。 

徴 収 不 能 額 金銭債券が徴収不能になったとき、徴収不

能引当金を設けていない場合又は、その額

が徴収不能引当金残高を超えている場合に

計上する。 

教育活動外収支

収入の部 

大  科  目 小  科  目 科 目 別 処 理 事 項 

受 取 利 息 ・ 配 当 金 そ の 他 の 受 取 利

息 ・ 配 当 金

預金等の利息をいう。 

その他の教育活動外

収入 

支出の部 

大  科  目 小  科  目 科 目 別 処 理 事 項 

借 入 金 等 利 息 借 入 金 利 息 借入金等に係る利息等をいう。 

その他の教育活動外

支出 

特別収支

収入の部 

大  科  目 小  科  目 科 目 別 処 理 事 項 

資 産 売 却 差 額  預金、有価証券等の利息収入をいう。 

不 動 産 売 却 差 額

有価証券売却差額

そ の 他 の 特 別 収 入 施 設 設 備 寄 付 金 施設設備の拡充等のための寄付金をいう。

現 物 寄 付 施設設備の受贈額をいう。 

施 設 設 備 補 助 金 施設設備の拡充等のための補助金をいう。

過 年 度 修 正 額 前年度以前に計上した収入又は支出の修

正額で当年度の収入となるものをいう。 
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支出の部 

大  科  目 小  科  目 科 目 別 処 理 事 項 

資 産 処 分 差 額 固定資産を処分して、その代価が帳簿残高

を下まわった場合のその差額をいう。 

建 物 処 分 差 額

構 築 物 処 分 差 額

教育研究用機器備

品 処 分 差 額

管理用機器備品処分

差額 

図 書 処 分 差 額

車 両 処 分 差 額

そ の 他 の 特 別 支 出 災 害 損 失

過 年 度 修 正 額 前年度以前に計上した収入又は支出の修正

額で当年度の支出となるものをいう。 

［ 予 備 費 ］

基 本 金 組 入 額 合 計  当該年度の１号から４号までの基本金組

入額をいう。 

当 年 度 収 支 差 額

 事業活動収入より事業活動支出を差し引

いた額から、基本金組入額合計を差し引い

た額をいう。 
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（４）貸借対照表科目

資産の部

科目
科目別処理事項

大科目 中科目 小科目

固 定 資 産 有形固定資産 貸借対照表日後１年を超えて

使用される資産をいう。

土 地

建 物 建物に附属する電気、給排水、

暖房等の設備を含む。

構 築 物 プール、競技場、庭園棟の土

木設備又は工作物をいう。

教 育 研 究 用 機 器 備 品

管 理 用 機 器 備 品

図 書

車 両

立 木 減価償却は行わず、使用に耐

えられない等の際はその都度

廃棄する。

建 設 仮 勘 定 建設中又は制作中の有形固定

資産をいい、工事前受金、手

付金等を含む。

特 定 資 産 使途が特定された預金等をい

う。

第２号基本金引当特定

資 産

退職給与引当特定資産

減価償却引当特定資産

教育充実引当特定資産

そ の 他 の

固 定 資 産

借 地 権 地上権を含む。

電 話 加 入 権 専用電話、加入電話等の設備

に要する負担金額をいう。

施 設 利 用 権

ソ フ ト ウ ェ ア

有 価 証 券 長期に保有する有価証券をい

う。

流 動 資 産 現 金 預 金

未 収 入 金 学生生徒等納付金、補助金等

の貸借対照表日における未収

額をいう。

貯 蔵 品 減価償却の対象となる長期的

な使用資産を除く。

有 価 証 券 一時的に保有する有価証券を

いう。

差 入 保 証 金
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前 払 金

立 替 金

負債の部

大科目 小科目 科目別処理事項

固 定 負 債 その期限が貸借対照表日後１年を超

えて到来するものをいう。

長 期 借 入 金

長 期 未 払 金

退 職 給 与 引 当 金 退職給与規程等による計算に基づく

退職給与引当額をいう。

流 動 負 債 その期限が貸借対照表日後１年以内

に到来するものをいう。

短 期 借 入 金

手 形 債 務

未 払 金

前 受 金

預 り 金 教職員の源泉所得税、社会保険料等

の預り金をいう。
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純資産の部

基本金

科目 科目別処理事項

第１号基本金 学校法人会計基準第３０条第１号に掲げる額にかかる基本金をいう。

第２号基本金 学校法人会計基準第３０条第２号に掲げる額にかかる基本金をいう。

第３号基本金 学校法人会計基準第３０条第３号に掲げる額にかかる基本金をいう。

第４号基本金 学校法人会計基準第３０条第４号に掲げる額にかかる基本金をいう。

＜学校法人会計基準第 30 条第 1 項の基本金組入れ対象資産＞ 

基本金設定の対象となる資産

学校法人の「諸活動の計画に基づき必要な資産」であり、かつ、「継続的に保持すべ

き資産」であることが必要である。 

諸活動には教育、研究、管理等すべての諸活動が包含される。従って、広く教育研

究用の固定資産及び教育研究を成り立たせるために必要なその他の固定資産（借地権、

施設利用権等の無形固定資産を含み、投資目的資産を除く）を含むこととなり、法人

本部施設、教職員の厚生施設等も対象となる。

第 1 号基本金 

学校法人の設立認可申請に添付される申請時の財産目録に記載された固定資産の額

である。なお認可に際して年次計画による取得を認められた資産のうち、設立後に取

得したものも、この範ちゅうに入る。 

また、学校法人の性質上基本的に重要で、常時相当額を保持する必要のある資産は、

第 1 号基本金の対象となる。例えば、机、椅子、書架、ロッカー、タブレット端末等

が該当する。 

第 2 号基本金 

第 2 号基本金の組入対象は固定資産ではなく、将来固定資産を取得するための金銭

その他の資産であり、次のようなものが含まれる。 

イ．内部調達した金銭等 

  ロ．固定資産取得のために収受した特別給付金、施設設備補助金。 

  ハ．その対価をもって固定資産取得に充てることが定められている金銭又は贈与

有価証券 

第 2 号基本金を組入れる場合は、第 2 号基本金対象として、通常の運転資金と区別

し、取得目的に沿った「○○引当特定預金（又は資産）」として留保することとする。

第 3 号基本金 

寄付者の意思又は学校法人独自で設定した奨学基金、研究基金、海外交流基金等の

ための資金が対象となる。 

第 4 号基本金  

恒常的に保持すべき基金が対象となるが、これは支払資金に限定されず、その他の

金融基金も含むが、支払資金の不時の不足に充てるための運転資金の性格から、随時

換金性と元本保証確実性が要求される。 

上記の恒常的に保持すべき支払資金とは、前年度の事業活動収支計算書における事

業活動収支の人件費（退職給与引当金繰入額（又は退職金）を除く）、教育研究経費（減

価償却額を除く）、管理経費（減価償却額を除く）及び教育活動外収支の借入金等利息

の決算額の 12 分の 1 の額（100 万円未満の端数切捨て）とすることとなる。 

さらに、特例として、①上記により計算した額が減少する場合は、計算額が前年度

の第 4 号基本金を下回っているが、これは減少させず前年度の額を保持すべき資金と

して維持すること、②上記により計算した額が年々増加する場合は、毎年の計算改訂
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を行うのは繁雑であるため、100 分の 120 の範囲内（計算の 2 割アップ以内）までは、

前年度の第 4 号基本金をそのまま改訂しないことができる。 

繰越収支差額

科目 科目別処理事項

翌 年 度 繰 越 収 支 差 額
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（別表第２） 

有形固定資産耐用年数表 

種 類 構 造 等 耐用年数 償却率 

建

物

建

物

鉄筋・鉄骨コンクリート造 

ブロック造・レンガ造・石造 

金属造 

木造 

簡易建物 

その他

５０年 

４０ 

３０ 

２０ 

１０ 

１０ 

0.02 ％ 

0.025 

0.034 

0.05 

0.1 

0.1 

建
物
附
属
設
備

電気設備 

冷暖房ボイラー設備 

昇降機設備 

給排水衛生設備 

消火災害報知設備 

簡易間仕切 

その他

１５ 

１５ 

１５ 

１５ 

１０ 

  ５ 

１０ 

0.066 

0.066 

0.066 

0.066 

0.1 

0.2 

0.1 

構 築 物

鉄筋コンクリート造 

コンクリート造 

金属造 

その他 

３０ 

１５ 

１５ 

１０ 

0.034 

0.066 

0.066 

0.1 

教 育 研 究 用

機 器 備 品
構造、用途、使用状況等に応じ

て右欄の耐用年数を選択、適用

するものとする。 

（耐用年数５年のものは、エア

コン、複写機、印刷機及びパ

ソコンやタブレット端末など

ICT 関連機器とする。） 

１０ 

  ５ 

0.1 

0.2 

管 理 用

機 器 備 品

ソ フ ト ウ ェ ア    ５   0.2 

車     両    ５   0.2 
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